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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第529号

　次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生
省令第８号）第１条第１項に規定する救急病院である。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

名　　　称 所　 　在　 　地 認　定
年月日 認定期限

医療法人河端病
院

京都市右京区太秦上ノ段町
16

令
 7.10.14

令
10.10.13

告　　　　　示

○救急病院である旨の告示　 （医療課）  757
○鳥獣保護区の指定　 （農村振興課）   〃
○特定猟具使用禁止区域の指定　 （　　〃　　）  758
○京都府森林整備補助金交付要綱の一部を
改正する告示　 （林業振興課）  759
○公共測量の実施　 （用地課）  760
○地籍調査の実施　 （　〃　）   〃
○水防法に基づく洪水浸水想定区域等を定
めた旨の告示　 （砂防課）  761
○洪水浸水想定区域の指定の取消し　 （　〃　）  762

公　　　　　告

○令和６年度情報公開制度の運用状況　 （政策法務課）   〃

○令和６年度個人情報保護制度の運用状況
　 （政策法務課）  763
○府営土地改良事業計画の変更　 （中丹広域振興局）  765
○保安林の指定施業要件の変更の通知の公
告　 （　　　〃　　　）   〃
○国土調査の成果の認証　 （用地課）  766
○市街地再開発組合の定款の変更認可　 （都市計画課）   〃
○都市計画法に基づく工事完了　 （中丹西土木事務所）   〃

公　営　企　業

○京都府公営企業公舎管理規程の一部を改正する規
程　　   〃

本号251031EM

京都府告示第530号

　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第28条第１項の規定により、次のとお
り鳥獣保護区を指定する。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

名　　　称 存  続  期  間 面　　積
（ha） 区　　　　　　　　　　　　　　　　　　域

八丁平鳥獣保護
区

令和７年11月１日
から令和17年10月
31日まで

296 京都市左京区（次の図に示す部分に限る。）

　（「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。）
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京都府告示第531号

　鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第35条第１項の規定により、次のとお
り特定猟具使用禁止区域を指定する。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

名　　　称 存  続  期  間 面　　積
（ha） 区　　　　　　　　　　　　　　　　　　域

山城町特定猟具
使用禁止区域
（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

632 木津川市山城町綺田、平尾、北河原、椿井及び上狛（次の図に示す
部分に限る。）

精華町特定猟具
使用禁止区域
（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

2,544 相楽郡精華町乾谷、植田、北稲八間、南稲八妻、桜が丘、柘榴、精
華台、東畑、光台、山田、祝園、菱田、下狛、狛田及び菅井（次の
図に示す部分に限る。）

久御山特定猟具
使用禁止区域
（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

1,358 久世郡久御山町市田、大橋辺、相島、北川顔、栄、佐古、佐山、島
田、下津屋、田井、中島、西一口、野村、林、東一口、藤和田、坊
之池及び森（次の図に示す部分に限る。）

炭山特定猟具使
用禁止区域（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

14 宇治市炭山（次の図に示す部分に限る。）

向島特定猟具使
用禁止区域（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

813 京都市伏見区（次の図に示す部分に限る。）

桂川特定猟具使
用禁止区域（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

1,040 京都市右京区、南区及び西京区（次の図に示す部分に限る。）

亀岡桂川特定猟
具使用禁止区域
（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

232 亀岡市千代川町、大井町、宇津根町、保津町及び余部町（次の図に
示す部分に限る。）

神崎特定猟具使
用禁止区域（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

126 舞鶴市字西神崎、字油江、字蒲江及び字東神崎（次の図に示す部分
に限る。）

舞鶴東特定猟具
使用禁止区域
（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

1,250 舞鶴市字泉源寺、愛宕上町、愛宕中町、愛宕下町、愛宕浜町、字田
中、田中町、安岡町、字安岡、字鹿原、字吉坂、字小倉、竜宮町、
田園町２丁目、田園町１丁目、字市場、矢之助町、字溝尻、溝尻中
町、溝尻町、字行永、行永桜通り、行永東町、金屋町、七条中町、
字森、森町、字常、常新町、京月東町、京月町、亀岩町、八反田南
町、八反田北町、丸山町、丸山西町、丸山中町、丸山口町、森本町、
倉梯中町、倉梯町、桃山町、浜町、南浜町、北浜町、字浜、字北吸、
字余部下及び字長浜（次の図に示す部分に限る。）

和江特定猟具使
用禁止区域（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

40 舞鶴市字丸田及び字和江（次の図に示す部分に限る。）

本号251031EM.indd   758本号251031EM.indd   758 2025/10/30   14:17:452025/10/30   14:17:45



令和７年10月31日　金曜日　　　

759

京  都  府  公  報

本号251031EM

五老岳特定猟具
使用禁止区域
（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

1,275 舞鶴市字余部下、字余部上、字北吸、字浜、桃山町、字森、清美が
丘、字清道、字上安、上安東町、字上安久、字西吉原、字東吉原、
字下安久、字和田、字長浜及び白浜台（次の図に示す部分に限る。）

竹野川特定猟具
使用禁止区域
（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

21 京丹後市峰山町荒山（次の図に示す部分に限る。）

大宮町口大野・
奥大野特定猟具
使用禁止区域
（銃）

令和７年11月１日
から令和12年10月
31日まで

78 京丹後市大宮町口大野及び奥大野（次の図に示す部分に限る。）

　（「次の図」は、省略し、その図面を京都府農林水産部農村振興課において縦覧に供する。）

京都府告示第532号

　京都府森林整備補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

　　令和７年10月31日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府森林整備補助金交付要綱の一部を改正する告示

　京都府森林整備補助金交付要綱（平成14年京都府告示第643号）の一部を次のように改正する。
　別表森林環境保全整備事業の項中「含む。）並びに人工林」を「含む。）、人工林」に、「促進又は」を「促進並びに」に、「18
齢級以下の林分又は」を「18齢級以下又は」に、「、搬出集積及び」を「、搬出集積（被害木に係るものを含む。）及び」に、
「育成並びに」を「育成（面的複層林施業の対象森林における適正な密度管理を含む。）、」に、「の林分（面的複層林施
業による」を「又は標準伐期齢に２を乗じて得た林齢以下の林分（面的複層林施業の一環として実施する」に、
「

」

を
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京都府告示第534号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の４第１
項の規定により、地籍調査を次のとおり行う。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　事業計画が定められた年月日
　　令和７年５月９日
２　調査を実施する者の名称
　　京都府
３　調査地域
　　相楽郡笠置町字笠置の一部
４　調査期間
　　令和７年10月31日から令和８年３月31日まで

京都府告示第533号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第１項の規定により、次のとおり公共測
量を実施する旨測量計画機関の長である京都府中丹広域
振興局長から通知があった。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　測量の地域
　　舞鶴市字蒲江地内
２　測量の期間
　　令和７年11月１日から令和８年２月27日まで
３　測量の種類
　　公共測量（３級基準点測量、４級基準点測量及び境
界測量）

「

」

に改める。

　　　附　則

　この告示は、令和７年10月31日から施行し、この告示による改正後の京都府森林整備補助金交付要綱の規定は、令和
７年度分の補助金から適用する。
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曽我谷川

千 々 川

愛宕谷川

七 谷 川

古 川

山 内 川

菰 川

法貴谷川

東 所 川

三 俣 川

官 山 川

馬 田 川

園 部 川

天 神 川

陣 田 川

半 田 川

本 梅 川

八 田 川

音 羽 川

神 田 川

北 川

一級河川
（由良川
水系）

上 林 川 京都府建設交通部砂防課及び京都府中丹東土木事務所

井 根 川

浅 原 川

畑 口 川

草 壁 川

古和木川

和 久 川 京都府建設交通部砂防課及び京都府中丹西土木事務所

鴫 谷 川

弘 法 川

京都府告示第535号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第２項の規定
により洪水浸水想定区域の指定をした次の河川に係る当
該指定の区域及び浸水した場合に想定される水深等を定
めた。
　なお、これらの事項を表示した図面は、次の閲覧場所
において閲覧することができる。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

水 系 名 河 川 名 閲　　覧　　場　　所

一級河川
（淀川水
系）

西高瀬川 京都府建設交通部砂防課及び京都府京都土木事務所

天 神 川

御 室 川

宇 多 川

堂 の 川 京都府建設交通部砂防課、京都府京都土木事務所及び京都府山城北土木事務所

弥陀次郎
川

戦 川 京都府建設交通部砂防課及び京都府山城北土木事務所

新 田 川

防 賀 川

手 原 川

天津神川

長 谷 川

青 谷 川

玉 川 京都府建設交通部砂防課、京都府山城北土木事務所及び京都府山城南土木事務所

渋 川

天 神 川

不 動 川 京都府建設交通部砂防課及び京都府山城南土木事務所

鳴 子 川

新 川

鵜 の 川 京都府建設交通部砂防課及び京都府南丹土木事務所

西 川

年 谷 川

雑 水 川
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温 江 川

桜 内 川

滝 川

京都府告示第536号

　令和７年京都府告示第310号で洪水浸水想定区域等を
定めた旨を告示した白川放水路、乾谷川及び乾谷川放水
路について、水防法（昭和24年法律第193号）第14条第
２項の規定による洪水浸水想定区域の指定を取り消した。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

相 長 川

二級河川 伊佐津川 京都府建設交通部砂防課及び京都府中丹東土木事務所

米 田 川

天 清 川

池 内 川

青 谷 川

野 田 川 京都府建設交通部砂防課及び京都府丹後土木事務所

香 河 川

奥 山 川

水 戸 川

岩 屋 川

加悦奥川

　公　　　　告　

　京都府情報公開条例（平成13年京都府条例第１号。以下「条例」という。）第28条の規定により、令和６年度におけ
る制度の運用状況を次のとおり公表する。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　公開請求の件数及び処理の状況
単位：件
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注 　「請求件数」とは、条例第４条の規定により公開請求のあったもののうち、令和６年度中に実施機関が決定を行ったもの及
び取り下げられたものの件数（合計）をいう。

２　不服申立ての状況等
　⑴　不服申立ての件数

単位：件

　⑵　令和６年度における処理の状況（⑴のＣの内訳）
単位：件

３　情報提供の状況

注　１ 　「情報提供の件数」とは、府民総合案内・相談センター（本庁）、総合案内・相談コーナー（各広域振興局）及び警察
本部情報公開室における情報提供の件数（合計）をいう。

　　２　「利用者数」とは、府民総合案内・相談センター及び警察本部情報公開室の利用者数をいう。

　デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例（令和４
年京都府条例第33号）附則第12項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例による廃止前の京都府個人情報
保護条例（平成８年京都府条例第１号。以下「旧保護条例」という。）第39条及び個人情報の保護に関する法律施行条例（令
和４年京都府条例第32号）第９条の規定により、令和６年度における制度の運用状況を次のとおり公表する。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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１　個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づく保有個人情報開示請求の件数及び処理の状況
単位：件

注　１　「開示請求件数」とは、令和６年度中に個人情報の保護に関する法律第76条の規定により開示請求のあった件数をいう。
　　２　「処理の状況」とは、令和６年度中に実施機関が決定を行ったものの件数（合計）をいう。
　　３　「取下げ等」とは、令和６年度中に取下げ等の処理をしたものの件数（合計）をいう。
　　４　「不開示」には、個人情報の不存在等の場合の決定を含む。
　　５　令和６年度においては、個人情報の保護に関する法律第90条第１項の規定による訂正請求は２件あった。
　　６　令和６年度においては、個人情報の保護に関する法律第98条第１項の規定による利用停止請求はなかった。
　　７ 　令和６年度においては、個人情報の保護に関する法律施行条例第５条第１項の規定による取扱いの是正の申出は３件

あった。

２　不服申立ての状況等
　⑴　旧保護条例に基づく決定に対する不服申立ての件数

単位：件

　⑵　令和６年度における処理の状況（⑴のＣの内訳）
単位：件
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を閲覧することができる。
　　また、綾部市役所農林商工部農政課において関係書
類を閲覧することができる。

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において
準用する同法第33条第３項の規定により通知をする相手
方の所在が不分明のため、同法第189条の規定により、
その通知の内容を福知山市役所に掲示し、その要旨を次
のとおり公告する。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　通知の相手方の登記簿記載の住所及び氏名
　　寝屋川市萱島桜園町20番26号
　　　李　敏基

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第16項の
規定により府営土地改良事業（下位田地区）計画を変更
したので、次のとおり関係書類を縦覧に供する。
　なお、当該土地改良事業計画の利害関係人で当該変更
について不服があるものは、縦覧期間満了の日の翌日か
ら起算して15日以内に書面で知事に審査請求をすること
ができる。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　縦覧に供する書類の名称
　　変更後の府営土地改良事業（下位田地区）計画書の
写し
２　縦覧の期間
　　令和７年10月31日から令和７年11月20日まで
３　縦覧の場所
　　京都府中丹広域振興局農林商工部地域づくり振興課
　　なお、京都府中丹広域振興局農林商工部地域づくり
振興課のホームページにおいて関係書類の電磁的記録

　⑶　個人情報の保護に関する法律に基づく決定に対する不服申立ての件数
単位：件

　⑷　令和６年度における処理の状況（⑶のＣの内訳）
単位：件

３　簡易開示の状況
単位：件
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１　組合の名称
　　ＪＲ向日町駅周辺地区市街地再開発組合
２　事業施行期間
　　令和４年２月18日から令和12年３月31日まで
３　施行地区
　　向日市寺戸町久々相１番９、１番13から１番15ま
で、25番、森本町野田１番３、２番５、40番、41番
４　事務所の所在地
　　京都市中京区室町通錦小路上る山伏山町550番１　
明倫ビル５階　株式会社大林組京都支店内
５　設立認可の年月日
　　令和４年２月18日
６　変更の内容
　　施行地区について向日市寺戸町久々相１番９、１番
13から１番15まで、25番、森本町野田１番３、２番５、 
40番、41番を向日市寺戸町久々相100番から102番ま
で、森本町野田200番から205番までに変更する。
　　事務所の所在地について京都市中京区室町通錦小路
上る山伏山町550番１　明倫ビル５階　株式会社大林
組京都支店内を向日市寺戸町久々相１番14号に変更す
る。
７　変更認可の年月日
　　令和７年10月31日

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　福知山市字荒河小字声田和９の９、９の23、1101の
２

２　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　福知山市字天田小字西長戸118
　　株式会社今井工務店

公　営　企　業

　京都府公営企業公舎管理規程の一部を改正する規程を
次のように定める。

　　令和７年10月31日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

２　通知の要旨
　⑴　農林水産大臣が、保安林の指定施業要件を変更し
たこと。

　⑵　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所、指
定された目的及び指定施業要件については、令和７
年農林水産省告示第1369号による。

　次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第
180号）第19条第２項の規定により、国土調査の成果と
して認証した。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　調査を行った者の名称
　　　宇治田原町
　⑵　調査を行った時期
　　　平成30年６月14日から令和５年１月27日まで
　⑶　成果の名称
　　　宇治田原町④（大字荒木の一部及び大字立川）の
地籍図及び地籍簿

　⑷　調査を行った地域
　　　綴喜郡宇治田原町大字荒木の一部及び大字立川
　⑸　認証年月日
　　　令和７年10月21日
　　　（国土交通大臣の承認年月日　令和７年９月26日）
２⑴　調査を行った者の名称
　　　福知山市
　⑵　調査を行った時期
　　　令和２年６月25日から令和６年５月29日まで
　⑶　成果の名称
　　　旧福知山町周辺３地区の地籍図及び地籍簿
　⑷　調査を行った地域
　　　旧福知山町周辺３地区
　⑸　認証年月日
　　　令和７年10月21日
　　　（国土交通大臣の承認年月日　令和７年９月26日）

　都市再開発法（昭和44年法律第38号）第38条第１項の
規定により、ＪＲ向日町駅周辺地区市街地再開発組合の
定款の変更を次のとおり認可した。

　令和７年10月31日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府公営企業管理規程第３号

京都府公営企業公舎管理規程の一部を改正する規
程

　京都府公営企業公舎管理規程（昭和45年京都府公営企
業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。
　第３条第２項中「別表の区分の欄に掲げるものに応じ
それぞれ同表の所管公所長の欄に掲げる者」を「公営企
業管理事務所長」に改める。
　別表を次のように改める。
別表（第２条関係）

区分 公舎名称 所在地

京都府公営企業管理事務
所長公舎 石原公舎１号 福知山市字石原1158

京都府公営企業管理事務
所職員公舎 長田野公舎１号 福知山市東平野町19

〃 　　〃　　２号 〃

　　　附　則

　この規程は、令和７年10月31日から施行する。

本号251031EM.indd   767本号251031EM.indd   767 2025/10/30   14:17:462025/10/30   14:17:46


